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第８章  啓発事業 

１ 背 景 

現在の廃棄物処理は、市民生活に密接に結びついている。ライフスタイルの多様化とともに進

展する廃棄物の多様化、複合化がもたらす廃棄物の適正処理についての障害、また、最終処分や

焼却等の中間処理が抱える切実な課題は、現在のみならず将来の市民生活を大きく左右するもの

である。 

また、大量生産、大量廃棄といった消費優先型社会の見直しや廃棄物の発生抑制、循環型社会

に向けての法整備が進む中、本市においても分別収集品目の細分化を進めているが、一方で、大

量消費、大量リサイクルについての問題も明らかになっている。特に、中間処理に係る自治体の

財政的負担は年々増加しており、拡大生産者責任に基づく費用負担等さらなる法整備が待たれる。 

このような状況の中、廃棄物のさらなる減量を進めるためには、製品の製造から販売、購入、

消費、排出、処理・処分にいたるまでの各段階における市民・事業者の理解とごみ減量及び分別

排出への自発的な行為が不可欠であり、単に行政の計画だけでは、廃棄物処理の根本的な問題解

決にはいたらない。市民・事業者に対する啓発あるいは情報の提供が今後の廃棄物処理行政にお

いて極めて重要な意味を持っている。 

２ 事業の沿革 

本市では、従来から市民・事業所に対し、廃棄物の減量やごみ出しルールについて啓発・指導

を行ってきた。 

特に平成４年度からは、新しい資源化事業のキャッチフレーズ「わけよう、ごみ。いかそう、

資源。」及び公募によるイメージキャラクター「ハローリサちゃん」を定め、市と関係団体、事

業者の共催によるイベント「ばってんリサイクル」を開催してきた。また、長崎市のごみの行方

を紹介したＤＶＤ、ビデオを作成・貸し出しを行うほか、各種チラシ・社会科副読本の作成、施

設見学会の実施など、市民のごみ減量及びリサイクルに対する意識の向上に積極的に取り組んで

いる。 

事業所に対する啓発活動としては、平成５年度に事業所向けの「ごみ減量マニュアル」を作成

し、主要な事業所に配布したほか、大規模事業所に対するごみ減量に関する説明会や分別チラシ

配布等により、事業系廃棄物の分別の徹底及び減量化の指導を行っているところである。 

分別や収集体制の変更に際しては、自治会等を対象とした説明会や広報媒体を通じて市民に周

知を図ってきた。近年においては、平成１４年２月からのごみ袋指定・有料化、平成１５年６月

から本格実施（平成１６年４月から全市実施）のプラスチック製容器包装分別収集、平成２１年

４月からの資源ごみの品目追加及び合併地区の分別統一並びに平成２８年 7 月からの燃やせる

ごみの品目追加などを啓発するため、自治会、未組織団体、大学、商店街、地区公民館等数多く

の場所で説明会を開催した他、テレビ・ラジオコマーシャルやポスター、車体広告、広報ながさ

きへのパンフレットの折り込み等により、多くの市民に対し啓発活動を行った。 

今後は、ごみ減量４Ｒに基づく啓発や、重要課題である事業系廃棄物適正処理に向けた指導・

啓発活動を推し進めて行くこととしている。 
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説明会を開催した主な事業 

実施時期 事 業 

平成 ５年４月～ 資源ごみ（缶・びん）の分別収集 

平成 ６年７月～ 収集回数の変更 

平成 10 年４月～ ペットボトルの資源ごみとしての分別収集 

平成 14 年２月～ ごみ袋指定・有料化 

平成 15 年６月～ プラスチック製容器包装分別収集（本格実施） 

平成 16 年４月～ プラスチック製容器包装分別収集（全市実施） 

平成 21 年４月～ 資源ごみの品目追加及び合併地区の分別統一 

平成 28 年 7 月～ プラスチック製品・革製品・ゴム製品を「燃やせるごみ」に変更 

３ 本市の主な啓発活動内容 

ア 広報紙「広報ながさき」への啓発記事掲載 

イ 公式 LINE への啓発記事掲載 

ウ 分別チラシ「長崎市のごみの分け方」の作成・配付 

エ 啓発パンフレット「リサちゃんニュース」の作成・広報誌への折り込み 

オ 「ごみの分別一覧表（50 音別）」の作成・配付 

カ 小学校社会科副読本「くらしとリサイクル」の製作・配付（全校） 

キ 啓発ＤＶＤの上映・貸出 

   「長崎市ごみ減量・リサイクル啓発ＤＶＤ」 

ク 各種講座（公民館、学校、自治会等）（随時） 

ケ 施設見学案内及びパンフレット配付（随時） 

コ キャッチフレーズ「わけよう、ごみ。いかそう、資源。」の活用 

サ イメージキャラクター「ハローリサちゃん」の活用 

シ 環境イベント「ばってんリサイクル」の開催 

第  1 回 平成  4 年  9 月  6 日（日） 第 16 回 平成 19 年 10 月  20 日（土）

第  2 回 平成  5 年  9 月  5 日（日） 第 17 回 平成 20 年 10 月  18 日（土）

第  3 回 平成  6 年  9 月 11 日（日） 第 18 回 平成 21 年 10 月  17 日（土）

第  4 回 平成  7 年  9 月 10 日（日） 第 19 回 平成 22 年 10 月 16 日（土）

第  5 回 平成  8 年  8 月 25 日（日） 第 20 回 平成 23 年 10 月 15 日（土）

第  6 回 平成  9 年  9 月 21 日（日） 第 21 回 平成 24 年 10 月 28 日（日）

第  7 回 平成 10 年  9 月 13 日（日） 第 22 回 平成 25 年 10 月 19 日（土）

第  8 回 平成 11 年 10 月 17 日（日） 第 23 回 平成 26 年 10 月 26 日（日）

第  9 回 平成 12 年 10 月 15 日（日） 第 24 回 平成 27 年 10 月 25 日（日）

第 10 回 平成 13 年 10 月 14 日（日） 第 25 回 平成 28 年 10 月 16 日（日）

第 11 回 平成 14 年 10 月 5 日（土） 第 26 回 平成 30 年 11 月 10 日（土）、11 日（日）

第 12 回 平成 15 年 10 月 11 日（土） 第 27 回 令和元年 11 月 30 日（土）、12 月 1 日（日）

第 13 回 平成 16 年 10 月 16 日（土） 第 28 回 令和 5 年 11 月 25 日 (土 )、11 月 26 日 (日 )

第 14 回 平成 17 年 10 月  15 日(土） 第 29 回 令和 6 年 11 月 23 日 (土 )、11 月 24 日 (日 ) 

第 15 回 平成 18 年 10 月   7 日(土）

※ 第 19・20 回は「ながさきエコライフ・フェスタ」と同時開催、第 21 回からは「な

がさきエコライフ・フェスタ」の中で「ばってんリサイクルゾーン」として開催（平

成 29 年度は台風の影響、令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症対策で中止）。令

和 3 年度、令和 4 年度は「ながさきエコライフ・フェスタ」の開催様式の変更によ

り開催せず。令和 5 年度、令和 6 年度は「ながさきエコライフ・フェスタ」の中で

「ガレージセール」として開催。 

ス 環境イベント「６月環境月間街頭キャンペーン」の開催 

第  1 回 平成 12 年  6 月  3 日（土） 第 10 回 平成 22 年  6 月 12 日（土）

第  2 回 平成 14 年  6 月  8 日（土） 第 11 回 平成 23 年  6 月  4 日（土）
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第  3 回 平成 15 年  6 月 21 日（土） 第 12 回 平成 24 年  6 月  9 日（土）

第  4 回 平成 16 年  6 月 26 日（土） 第 13 回 平成 25 年  6 月  8 日（土）

第  5 回 平成 17 年  6 月 18 日（土） 第 14 回 平成 26 年  6 月 14 日（土）

第  6 回 平成 18 年  6 月 25 日（日） 第 15 回 平成 27 年  6 月 13 日（土）

第  7 回 平成 19 年  6 月  2 日（土） 第 16 回 平成 28 年  6 月 11 日（土）

第  8 回 平成 20 年  6 月  1 日（土） 第 17 回 平成 29 年  6 月 10 日（土）

第  9 回 平成 21 年  6 月 6 日（土） 第 18 回 平成 30 年  6 月  9 日（土）

※平成 30 年度をもって事業終了 

セ 「親子で省エネ実験・施設見学会」の実施 

ソ 長崎市ごみ減量リサイクル推進功労者表彰式の実施 

タ 新聞、雑誌への啓発記事掲載、アーケード看板による広告 

チ ごみ処理施設、三京リサイクルプラザ等の見学 

リサちゃんニュース            小学校社会科副読本「くらしとリサイクル」   

環境イベント「ながさきエコライフ・フェスタ」 （令和 6 年度の様子） 

分別チラシ    
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